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なお、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体

連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長、一般社団

法人日本保険薬局協会会長、一般社団法人日本薬局協励会会長、一般社団法人日本

化学品輸出入協会会長、一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会会長、一般

社団法人日本医薬品登録販売者協会会長及び公益社団法人全日本医薬品登録販売者

協会会長宛てに発出することとしている旨、申し添えます。 

 

記 

 

１ 毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号。以下「毒劇法」という。）に規

定する毒物及び家庭用劇物以外の劇物の一般消費者への販売を自粛すること。 

 

２ 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸ア

ンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム（以下「爆発物の原

料となり得る化学物質」という。）及びそれらの製剤のうち、毒劇法に規定する

劇物に該当するものについて、同法に基づき、適切な保管管理を行うとともに、

譲渡手続及び交付制限を厳守し、また、盗難又は紛失事件が発生したときは、直

ちに警察署に届けること。 

 

３ 爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤のうち、医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）

に規定する劇薬に該当するものについて、同法に基づき、適切な保管管理を行う

とともに、譲渡手続及び交付制限を厳守すること。また、盗難又は紛失事件が発

生したときは、直ちに警察署に届けられたいこと。 

 

４ 爆発物の原料となり得る化学物質のうち、劇物又は劇薬に該当しないものにつ

いて、購入者の氏名、住所及び使用目的の確認を行うとともに、販売を行った化

学物質の名称（又は販売名）、数量、その他販売の記録を記載した書面（電磁的

記録を含む。）を保存するよう努められたいこと。また、盗難又は紛失を防止す

るのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うよう努められたいこと。

さらに、盗難又は紛失事件が発生したときには、直ちに警察署に届けられたいこ

と。 

 

５ 爆発物の原料となり得る化学物質について、一般消費者に対してインターネッ

トを利用した販売を行う場合、又は大量に販売を行う場合には、購入者の氏名、

住所及び使用目的を確認・記録した上で行うこととし、使用目的が不審若しくは
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あいまいである者又は社会通念上妥当でないおそれがあると認められる者には、

販売を差し控え、速やかに警察に通報するとともに、不審点解明に向けた必要な

情報提供をされたいこと。 

 


